
 

 

政令・ガイドライン改正に係るスケジュール 

 

 

 

 

 

 パブコメの実施 

   ・政令（３０日） １１月 ９日（火）～１２月８日（水） 

   ・ガイドライン  １１月２０日（土）～１２月８日（水） 

 

 

 令和４年１月１４日（金） 公文書管理委員会 

   ・政令案の諮問・答申 

   ・ガイドライン改正案、課長通知案についての議論 

 

 

 １月中  政令閣議決定・公布 

 

 ２月上旬頃 公文書管理委員会 

・課長通知案についての議論 

その後、ガイドライン改正案、課長通知案を決定・通知。 
    （各省庁における文書管理規則改正準備） 

 

 

 ３月中旬頃 公文書管理委員会 

   ・各省庁の文書管理規則改正案の諮問・答申 

令和３年１１月８日(月) 公文書管理委員会 

  ※議題：政令・ガイドラインの改正についての審議 

令和４年１月14日（金） 
第92回公文書管理委員会 

資料１ 


